
コミュニティ・スクールと地域学校協働活動（本部）の一体的構造
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コミュニティ・スクールとは、「学校運営協議会を設置した学校」で、保護者や地域住民等が一定の権限と責任をもって学校運営に参加することで、育てたい子ども像、目指すべき教育のビ

ジョンを共有し、目標の実現に向けて協働する仕組みのある学校です。また、地域学校協働本部とは、従来の学校支援地域本部等の地域と学校の連携体制を基盤として、より多くのより幅広い層

の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成することにより、日常的に皆がつながり、地域学校協働活動を推進する体制であり、この図はその一体的な構造を示していますす。


